
研究論文

経営学者の無力感と孤立感､そして嘘

小 島 大 穂

要旨

経営学を研究する者は､本質的な ｢私たちの研究する学問は､役に

立っているのか｣ という問いに､悩み苦しむ｡そして､｢経営者を教

育する主体と方法は何か｣ という問いに八方がふさがる｡これに対し

て､経営学者は苦し紛れに､｢最高学府で教え､経営学者が経営者教

育を行 うのだ｣としようとする｡しかし､どのような論を立てようと､

そのようなことがいえるはずがない｡なぜならば､現実として､経営

者が困ったときに大学や大学院に救いを求め､頼ろうとする気配が､

これっぽっちも無い からである｡

本論文では､上記の経営学の核心的な問題に対して､いろいろな角

度から検討を加え､これからの経営学の展望を占うのである｡

キーワー ド:経営学者 経営者 専門家 経営教育論 経営制度論

1 経営学より経営学者論を研究すべき

経営学を研究する者は､本質的な ｢私たちの研究する学問は､役に立ってい

るのか｣ という問いに､悩み苦しむ｡本稿では､この経営学が生まれた頃から

常に問われてきた問題に､真剣な態度で向き合 うことにする｡

さて､冒頭の問いは､以前に比べ (20世紀後半頃)比較的少なくなってきた｡

つまり､この論理的な論争がなされていた頃の議論と比べると､今日の議論は､
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｢経営学は役に立っている｣ ということを前提として論 じられているのだろう｡

これでは､人々の共感を呼ぶことはできないし､後世で再検討されたときに､

読むに耐えない論としての経営学となっている可能性が高い｡

それでは､論をはじめる前に､本論文を執筆する動機となった一例を挙げて

みる｡ それには､｢経営者を教育する主体と方法は何か｣ という問いが一番わ

かりやすいであろう｡これに対して､経営学者は当然 ｢最高学府で教え､経営

学者が経営者教育を行 うのだ｣ としようとする｡しかし､どのような論を立て

ようと､そのようなことがいえるはずがない｡なぜならば､現実として､経営

者が困ったときに大学や大学院に救いを求め､頼ろうとする気配が､これっぽっ

ちも無いからである｡

身近な例を挙げると理解しやすい｡たとえば､有能で行動力があり構成員や

社会に尊敬される経営者は､講学上のリーダーシップ論を学んでいるのであろ

うか｡いや､そうではない｡彼の試行錯誤と人生で培われた哲学によって､リー

ダーシップを発揮して､皆を率いているのである｡一方､リーダーシップを講

学上で研究している者に､リーダーシップがあるのだろうか｡いや､私の知 り

うる限りではいない｡それどころか､リーダーシップを研究している研究者こ

そ､リーダーシップがない｡

経営学者は､無力感と孤立感という苦悩に､実のところ苛まれている｡ これ

は､過去における経営学を独立科学として確立する､数多くの論争とは別の問

題である｡誤解を恐れずに明確に表現すると､経営学者の無力感とは､自分の

研究が役に立っていると認識できない心の叫びであり､経営学者の孤立感とは､

同じカテゴリーに存在するはずの経営者にも相手にされず､他の学問分野から

も軽く見られているというプライ ドの問題である｡どちらも深刻な問題なので

ある｡これらは､発展途上の学問であるという問題ではなく､経営学あるいは

経営学者の進むべき方向が根本的に間違っているからなのである｡この間違い

を解決するためには､ひとえに経営学者のさらなる努力をすること以外に無い

のである｡

さて､経営学は､下記2つの役割に集約される｡この2つの原理に基づいて､

本論文は構成するし､経営学も形成されていくであろうことを表明し､本節で

表明した問題提起を順次論じていくことにする｡
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(1)経営者の実践 した足跡を理論化および普遍化 した健全で効率的な企業

経営研究 (過去との対話)

(2)現代社会の制度のなかで企業を理解 した うえでの経営システム研究

(未来との対話)

2 経営学者の限界

2.1 経営学の幻想

学問は創造的でなければならない｡歴史上の偉人といわれる人々は､創造的

感覚を大切にして社会のシステムを作ろうと日夜苦労したに違いない｡時とし

て､それぞれの時代の制度に組み入れられてないことを主張すると､変人だと

か変わり者などといわれる｡保守的な人でなくとも､今ある制度を否定された

と､怒 りにまかせて非論理的な主張をしかねない｡その者たちの気持ちも充分

に理解できるのであるが､時代の流れを敏感に察知し､聞く耳を持つという人

の長所を発揮するべきである｡

多くの人は､今日の政治システムをはじめとする諸制度を､ほぼ完成型に近

いのであろうと思っている｡いや､完成型に近いと思いたい､という表現の方

が正しいのかもしれない｡だが､このような考えこそが最大の倣慢であり､人

類の進歩を妨げている大きな要因であることを認識しなければならないのであ

る｡

人類の妄想と経営学の幻想に阻まれることなく､学問を立論 して､人類すべ

ての人々の共通である幸福を築きあげてい かなければならない｡そのためには､

諸外国との比較研究だけではなく､哲学的思慮に基づいた創造的システム開発

に乗 り出すことが必要なのである｡

2.2 経営学の研究対象範囲と企業研究の意義

経営学は､企業の学としての性質を多分に有 している｡経営学の進歩は､企

業の進歩と同化するとともに､同じ時空間のなかで発達してきた｡そのため､

経営学と企業は切っても切れない両輪なのである｡今 日の経営学の基底にある

歴史的な流れが､企業経営と経営学のはぎまで良い面も悪い面も出現させるの
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である｡

経営学の研究対象を広げることと広がることに､私は賛成である｡これは､

人類は接する問題の大きさに学問分野が比例すると考えられるからである｡つ

まり､私たちが､企業との関係を密接にすればするほど､経営学は発達し､対

象範囲を拡大させるのである｡それにより､経営学の役割は多様化し､今日の

科学と人類の進歩に役立っているのである｡

しかし､良いことばかりではない｡対象が広がるということは､どうしても

論点の不透明化と問題点の多様化を生む結果となる｡そして､研究する者は､

不安を抱くようになる｡やがて､この不安感は､世の中の敏感な人々に察知さ

れ､負の世相を形成することになる｡経営者もこれらの世の中の流れに気づか

ないふりをしつつ､自分の身の回りだけは敏感に改革しようとする｡そのため､

経営学は､他の学問分野と比べて多分に特殊的性格を有することになり､独特

の発展を遂げることになってきたと考えているのである｡

経営学の独特な発展とは､実は本論文で論じる裏の主題なのであるが､社会

全体をシステムで考えなければならないという問題に直結する1｡ 経営学は､

社会システム学であると読み替えても良い時代の到来が､もうそこまで来てい

るのだと強く主張しなくてほならないのである｡

2.3 経営学の限界を超えるために

経営学の発展は､経営学の限界をも確定する｡ たとえるならば､無限に見え

るけれども､実は限界を持ちつつ広がっているという有限性を持ち合わせてい

る宇宙に似ている｡そうであるならば､経営学の限界 (有限性)を確定しつつ､

核心部分を深く検討するべきなのではない かと考えるのである｡

今 日の経営学の危険性は､｢自己陶酔｣と ｢自己否定｣にある｡まず､自己

陶酔とは､経営学を研究する者が､経営者を教育あるいは指導できるとの思い

こみである｡また､自己否定とは､経営学を研究する者が､社会的責任や企業

倫理などに代表されるように､自由を旨とするはずの経営学に目に見えない責

任や倫理観念を押しつけている学問的姿勢のことである｡どちらも､経営学の

無限性に託つけた後進的思想であるため､注意しなくてはならない から､ここ

で詳 しく論じることにしたい｡
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自己陶酔たる経営教育論などは､経営学を研究する者こそ､経営者を教える

責任があり能力があるとする｡もちろん､経営者に一定の筋道を与える指標を

示すという､影響力のある経営学者なども存在するが､総じて経営者から経営

学者はそっぽを向かれているという状態に等しい｡

自己否定たる社会的責任論や企業倫理論などは､経営学こそ自由の学問であ

るはずなのに､明確な規定や責任の範囲の画定をしないで､ことさら感情的感

覚で企業経営者あるいは企業に責任を迫っていることが問題である｡経営学が

自由という概念と密接な関係があることは､今までの論で充分に論じてきたと

ころである2｡

このように､当面は自らによってはっているバ リアである自己陶酔問題と自

己否定問題の2つを解決することが､経営学の課題である｡そこまでいけない

のならば､このような本来的矛盾の関係を充分に理解することから､はじめな

ければならないのである｡

3 新社会システムと総合政策制度論

3.1 新システムの構築と経営者

経営学者が無力感を感 じるだけでは､何も進歩しない｡これを､次なる期待

-と繋げなくてはならない｡そのためには､まず､経営学者が､如何に無能力

で､如何に世間に役立っていないのかを痛感することから､はじめなければな

らないのである｡それができてこそ､新しい枠組みの創設や次なる我の立ち位

置を確認する場面を得ることができるのである｡

さて､いうまでもなく､現代における国家体制は､立法､行政､司法の三権

に分立されている｡その役割のなかに､経営の世界および経済の世界はシステ

ムとして導入されていくべきなのである｡たとえば､経済不況が訪れるとなる

と､立法や行政は､経済刺激策を講じたりすることで大忙 しである｡しかし､

その立法を司る者は､経営もわからなければ､経済もわからない者なのであ

る3｡

複雑化した社会とか多様化 した社会と言われて久しいが､いつの時代でもプ

レーヤーは人である｡人である限り､どんなに複雑化してもどんなに多様化し
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図1 経営と経済の世界の将来展望フローチャート

近視眼

経営の世界

経済の世界

(出所)筆者作成｡

ても､核心は変わらないはずである｡そうだとするならば､人-の直接的アプ

ローチは経営学で扱わないとしても､経営学という枠組みを取っ払 うか (科学

-の回帰)､経営学としての役割を再認識するか (個別科学確立)､経営学と他

の学問との交流と統合 (学際研究統合)､の3つだけしか残された道はないの

である｡

まず､科学-の回帰は､純粋科学として人そのものを対象にしようとする哲

学-の回帰と読み替えても良い｡だが､哲学として欲するために､経営学を誕

生させたのであるから､容易に､こちらの方向に戻ることはできない｡また､

個別科学確立は､経営学が誕生してから､多くの時間を割い てきた科学として

の独立である｡だが､経営学の独立を意識するばかりに､その研究対象を霧の

中-と追いやってしまったのである｡ そして､学際研究統合は､灰かに行われ

ている感がある｡そのため､どちらかの学問に立脚 して考慮しているという感

を拭えず､統廃合という意味において後れを取っていると言わざるを得ないの

である｡

このような､今までの学問の流れを絶って､新 しい分野を確立しなければな

らない｡それは､図 1で表された過程を通過 した後に現れるであろう ｢総合政

策制度論｣なのである｡
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3.2 職業的専門家団体の政策決定への関与

職業的専門家団体とは､力の強いところからいうと､日本税理士連合会や 日

本医師会などである｡これらの団体は､強制加入組織として､政策提言や自己

鍛錬の場として活用されている｡

たとえば､日本税理士連合会は､もともと強制加入団体であるから､税理士

免許を持つ者であっても日本税理士連合会に入会 しなければ､税理士業務をす

ることができない｡そのため､ほとんどの税理士業務をする者は､日本税理士

連合会に入会することになる｡税理士の存在意義は､税理士法の使命に､どの

ように表現されていようが､顧客の利益を最大化するために業務をするのは必

然である｡

強制加入団体は､別に政治団体を有している場合が多い｡強制加入団体であ

るからこそ起こりうる問題は､税理士会自体が､税理士の顧客のために政治活

動に対して関与する場合である｡その最たるものは､政治献金や選挙における

政党や候補者の推薦などである｡つまり､税理士会に所属する税理士であって

も､いろいろな立場や信条を持っている者から構成される｡それなのにも関わ

らず､特定の政党や候補者に政治献金や資金集めのパーティーチケットを購入

することは､憲法の精神に反するのではない かという争いが起こった｡周知の

通 り､この主張は正当なものと認められた｡そこで､職業的専門家団体は､こ

の裁判所の判決に基づいて､強制加入団体とは別に､政治団体を設立する流れ

を作った｡そして､今 日､多くの職業的専門家団体は､政治連盟などを設立す

るに至っている｡

日本の職業的専門家という知的集団のロビー活動は､3つに分けられる｡そ

れは､表 1のごとく､立法府に関する活動が2つで､行政府に関する活動が1

つである｡ 立法府に関する活動は､(1)自らが選挙に立候補 して､当選するこ

とにより議員として､自らの主張について直接的影響力を持って実現する､(2)

自らの主張を実現するために､資源や労力を提供することで､議員を誕生させ､

国政-の間接的影響力を行使する､の2つである｡そして､行政府に関する活

動は､(3)行政府-の陳情および各種会議-の関与を通じて､政策の立案実行

に関与する､ことである｡
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表 1 職業的専門家の国家機関への関与

関与内容 長所 短所

立法府 自らが選挙に立候補して､当 業界団体の意志を直 立候補のための労
選することにより議員として､接的に制度 として確 力 と資金が必要 と
自らの主張について直接的影 立させることができ される○
響力を持って実現するo るo

立法府 自らの主張を実現するために､本来の業界のことに 業界団体の意志を
資源や労力を提供することで､専念 しつつ､専門家 間接的にしか制度
議員を誕生させ､国政-の間 集団としての立場を として関与できな

接的影響力を行使するo 堅持することができるo い ○

行政府 行政府-の陳情および各種会 専門知識 と行政活動 多大な労力 と時間
義-の関与を通じて､政策の の交流をすることが が必要であるし､

(出所)筆者作成O

3.3 国家機関と会社機関

表 1を検討 していて､最後に注目しなければならないことは､職業的専門家

団体の国家機関-の関与を整理してみると､肝心な司法府-の関与が何も無い

ことである｡ 個別的紛争の解決は､立法府でも行政府でもない司法府によって

なされるわけなのであるから､職業的専門家団体が司法府-の関与の度合いを

強める必要がある｡いずれにしても､経済情勢の変化によって生まれてきた職

業的専門家団体の形成が､国家機関の形成後にされてきたのであるから､全体

的な視点で､機関の骨格作 りをしなければならないことを､ここでも痛感する

のである｡

21世紀に入 り､株式会社制度の再検討が行われ､同時に会社制度全体につい

ての改革が継続 されてきた｡今まで会社機関の変遷 と国家機関の変遷は影響し

合ってきたi｡もちろん､影響 し合っている順序は､国家機関の変革に伴った

会社機関の変革であった｡つまり､国家機関の後に会社機関があるとい うわけ

である｡ しかし､今 日では､この傾向が逆になろうとしている｡長きにわたる

変遷を容易に覆すことはできないのだから､たとえていえば､今の会社制度の

変革は､コップの中で元気良く飛び跳ねる蛙のようなもので､勢いがあっても､

制度的な限界を感 じさせる､とい う感 じである｡
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表2 3つの諸要素

要素の分類 琴素の内容 要素の特徴

外部的要素 企業不祥事や企業倫理の問題など､今 社会システムのなかの企

までの想定とは規模も種類も違う負の影響が想像以上に多く､人を中心とする国家機構よりも､機関の役割が多い会社機関の進展の方が早く進行するo 業としての本質の理解

客観的要素 外部的要素と内部的要素を客観的に捉 企業の役割をはっきりと
え､制度を構築することにより法整備-と繋がっていくプロセスをたどる○ 明らかにすること

内部的要素 経営者が自己改革により新しい会社組 誰でも企業経営-と参加

(出所)筆者作成｡

表 3 現行の国家組織と経営学との関わり

三権分類 経営学との関係 経営学者との関係

立法 商法や会社法などの制定を通じて会社制度の根幹を策定する○ 特になし

行政 法令の実施および監視 .指導するo 特になし

(出所)筆者作成｡

ただ､そ うはいっても､元気の良い蛙は､今にもコップを飛び出しそ うであ

る｡ しばらくして諸要素さえ整ったら､会社機関の変革を国家機関が後を追 う

という流れになるように強く思 うのである｡ さて､諸要素とは何かとい う疑問

が､次なる課題を浮き彫 りにするのである｡

3.4 2つの会社機関変革の諸要素

会社機関の変革を国家機関が後を追 うとい う流れになる諸要素とは､社会シ
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表4 未来の国家組織と経営学との関わり

近視眼的な経営学の関 将来的な経営学の関与 経営学者のなすべき事

立法府 会社システム立法の提 経営統一学会からの推 制度の確立運動と学術
言と組織化 薦による立法府-の- 会議 .学会の活用
学術会議の独立と国会 定数の参画 (たとえば

との対比教育行政立法の確立 参議院)

行政府 行政組織の一部の移管 国家資格の付与は､大 専門実務家職人の進出
国家資格 (公認会計士 .部分において行われて
税理士など)の活用と いるので､その制度整

制度整備 備に力をいれて､積極的に関与していくo

司法府 判決過程の関与および 経営学研究者および経 自己努力
ADR (裁判外紛争解決 営者の参与による市民

(出所)筆者作成｡

ステムのなかの企業としての本質を理解することと､企業の役割をはっきりと

明らかにすることと､誰でも企業経営-と参加できる事実上の標準化がされる

こと､の3つである｡これらを､それぞれ､外部的要素､客観的要素､内部的

要素の3つと称することにする｡そして､これらの諸要素は､外部的要素から

内部的要素-､そして客観的要素-と流れていく｡そして､その後､会社機関

の変革-と繋がっていくのである｡この一連の流れを､詳しくまとめたものが､

表 2の3つの諸要素である｡

現行の国家組織と経営学との関わりをまとめようとしたのが､表 3である｡

経営学者は､立法､行政､司法の三権のうち関わりが 1つも無いことが理解で

きるであろう｡これは､如何なることを意味しているのかをじっくりと考える

と､経営学者の無力感 と孤立感が明らかになってくる50このような状態を､

表4のようにして将来の国家組織と経営学の関わりを形作っていくことが必要

なのである｡

さて､図2の三権機関において､専門家と市民とのミックス的な国家組織が

形成されていくように思われる｡三権が分立することと､専門家と市民とが協
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図2 三権分立と各機関の構成

各機関 各機関

( す H 汀 /～ )

(出所)筆者作成｡

力抑制させることで､権力監視および多様な意見の反映という､2つの面を同

時に実施することができる国家機構を構築することができるのである｡ある程

度､自由主義社会が確立し､制度的基盤を安定させる経済成長が進むと､次で

はより高次の文明的発展を求めるために､専門家と市民との協同作業の形態が

必要とされるである｡そして､それにあわせた国家システムを構築するのが必

要なのである｡

このことは､職業的専門家団体の政策にも影響してくるのである｡今日の専

門家は､主に国によって免許の付与が行われている｡現状は､国家試験におい

て広く総量規制が行われている｡完全に専門家を自由に市場に開放するという

規制緩和政策もあるのだが､しかるべき時がくるまでは､現在の専門家政策が
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継続されることになろう｡

このようなことを前提として､専門家集団の能力を最大限発揮する国家機構

を形作るとするならば､専門家集団政策も重視されることになる｡文系の専門

家でいうと､公認会計士や税理士､弁護士などは､建前上､国家試験において

一定の点数を得た者を合格とし､免許が付与される｡しかしながら､実際は競

争試験化しており､その時々の政策や社会情勢の変化などにより､合格者が絞

られる｡たとえば､公認会計士や弁護士などは､経済の規制緩和により一時は､

数値目標を決めて､大量の合格者を出現させるという政策を実施したが､専門

家圧力集団の巻き返しによって､目標を達成できないばかりか､さらに合格者

を減らそうとする流れにある｡

このような作為的な胆略的な政策に陥らず､長期的な視点による政策実現の

ためにも､一定数の専門家母集団を確保して､そのなかから､政策立案のできる

者を選任していくという仕組みに変えることを検討すべきだと考えるのである6｡

4 経営制度論としての生きる道

4.1 経営学は経営制度論として捉えるべきである

経営学の役割を論 じると､本質に迫っているのか迫っていないのかわからな

い議論に及ぶことがある｡ そのようななかでも､経営学は伝統的に ｢社会を捉

える鏡｣ としての役割を有してきた｡

この社会を捉える役割としての経営学は､戦後の日本の経営学を発展させる

うえで､大きな転機をもたらし導いてきた哲学的概念である｡ しかし､文化人

類学などの分野でも､各論の議論を行っているにも関わらず､｢文化とは何か｣

という､そもそも論が議論されることになると聞いたことがある｡経営学も､

｢経営学とは何か｣という､そもそも論を話しはじめることをよしとする風潮

もある｡

このような議論に巻き込まれた､あるいは巻き込まれそうになった場合には､

3つの選択肢がある｡それは､(1)その議論にどっぷ りとはまる､(2)完全に無

視 して独 自路線を歩く､そして､(3)どっぷ りとはまる手前までの議論に押さ

えて､無視した形だが取り込んだようにみせて独自路線を進む､の3つである｡
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図3 経営学と経営制度論の類似性

経営学

(出所)筆者作成｡

経営制度論

そもそも論 とは､だいたいにおいて､｢人とは何か｣ と同義である｡経営学や

前出の文化人類学も､科学であることに変わりがない｡そもそも論になること

は､話がおよぶことの気持ちがわからなくもないが､科学でありたいという前

提が､経営学である場合に社会に求められ､そして対象物が企業 (会社)であ

る限り､会社の本質論が人の本質論であることが多いので､人の問題 と会社の

問題とを同じように考えてはならないし､検討する方向性と対象物を取 り違え

てもいけない｡経営学なのであるから､哲学的根本論争 (そもそも論)は､控

えるべきなのである｡

私たちが対象とする研究分野は企業 (会社)であるし､その研究方法を明示

する必要があるのは､このような理由によるものなのである｡これを取り違え､

研究をしているつもりになっている者が､予想以上に大勢いることは､とても

残念である｡また､学会などでも､間違った見方と方法論で､論争を挑んでい

る者を観ると､気の毒に感 じるのである｡

さて､図3のように､経営学は経営制度論とニアリーイコール (だいたい同

じ)の関係にあるべきである｡これまで論じてきた一つひとつのものを見てい

くと､賢明な識者は､何となく理解できているのかもしれない｡そうしなけれ

ば､経営学の方向と意味は､経営学者の無力感と孤立感という苦悩に､ずっと

引きずられずっと付きあうことになるのである｡

4.2 経営学者と過去 ･現在 ･将来との対話

経営学は､時系列に考えると､実に興味深い分類ができる｡ 過去との対話で

137



国際経営フォーラム No.21

表5 過去との対話そして未来との対話

経営学研究の分類 経営学研究の詳細 経営学研究の関連学問

過去との対話 経営者の足跡および社会システムの変化を総合的体系的に研究 経営学史

現在との対話 経営者の実践した足跡を理論化および普遍化した健全で効率的な企業経営研究 実践経営学

(出所)筆者作成｡

あり､現在との対話であり､そして､未来との対話である｡過去との対話と現

在との対話の2つは､ともに親和性があり､多くの部分で重なり合 う｡それは､

現在の経営者が実行した経営行動が研究対象の中心になるのであるからである｡

そして､過去との対話の ｢経営者の足跡｣ の一部にも含まれるのである｡ただ､

ここでは､わかりやすく理解できるために､表 5のように､3つに分類するの

である｡

経営学における重要な研究対話は､過去との対話と将来との対話の2つであ

る｡具体的に､経営学研究の関連学問は､過去との対話が経営学史であり､未

来との対話が経営制度 (システム)論なのである｡過去との対話と将来との対

話がバランス良く行われるところに､経営学の発展があるのだが､問題なのは

両者の研究のバランスではない｡実は､個々の研究領域の内容に問題があるの

である｡

経営学史の研究と経営制度論の経営を比較すると､規模 と核心の相違を感じ

ざるを得ないのである｡将来との対話である経営制度論は､経営だけではなく､

経済や法などの経営システム全体で検討するべきであることを明らかにした｡

それに比する割合を持つ研究対象としての経営学史研究は､どのような規模を

有するのであろうか｡国際比較研究といいつつ､特定の国の研究に収まってい

たり､経営システムではなく人間の核心に研究対象が直接に向かっていたりし

ていないだろうか｡
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図4 経営学の範囲と経営制度論の範囲

経鷲学

経営制度論

経営制度論

4.3 普遍性と学問のなかの経営学

哲学とは､人の普遍性を常に追い求める｡普遍性の追求でなければ､科学と

はいわない｡経営学も普遍性の追求がなされなければならない｡もちろん､回

り道をして､違 う角度からの普遍性-の追求がなされたとしても一向に構わな

いOただ､ここでは､普遍性の追求をしている一直線の研究を邪魔しないこと

が､最低限の条件になるのである｡

経営学が追求すべきことは､企業を通じて検討する人の普遍性を明らかにす

ることである｡そして､その手段は､企業行動という対象物か､企業システム

という制度論かに分類される｡だが､この両側面は､対象物が人によって創設

された手段に関する者や物である限り､システムを中心に考えなければならな

いのである｡

さて､それでもなお､経営学を経営制度論に類似すると考えても､経営学と

いう概念の方が経営制度論よりも大きいのだから､経営制度論で語られること

のない､経営学の範晴を明らかにしなくてはならない｡この部分は､企業の成

り立ちから考えるとわかりやすい｡企業システムは､人が創設した創造物なの

であるから､そのシステムのなかでの出来事は､全てをシステマティックに考

えなければならない｡｢こんな会社は嫌いだ､俺は能力があるのだから !｣と

叫んだ従業員は､管理者から ｢どうぞお辞めください｡会社の従業員を辞めて

も､個人事業で開業できるのだから｣ といわれるであろう｡このように､｢会

社でも何にでもシステマティックに考えない領域もあるのではないか｣との意

見には､それらは個人事業の範囲内で､つまり経営と所有の一致という分野の
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表6 経営学と経営制度論の概要と相違

大分頬 中分類 小分類 備考

経営学 経営制度論 制度として当てはめるこ 社会システム,倫理 (規

とができ､普遍化あるい 範),責任,コーポレート.
は規範化を求める諸分野 ガバナンス

人間経営論 制度的に当てはまらない分野 心理,倫理

(出所)筆者作成｡

話になるのである｡経営学が大規模株式会社の学である限り､制度論で論 じな

ければならない理由と根拠は､ここにあるのである｡

ただ､一点､株式会社のように制度論で考える問題であっても､人たる心を

優先すべき回り道の議論を行わなければならない場合がある｡それは､会社制

度に根本的な制度的疲労や欠陥がある場合である｡会社制度は市民社会が承認

することによって成立している｡ しかし､一般市民がとても理不尽な不利益を

被ったとき､制度的にたとえば株式会社を直接的権利として責任追及すること

ができないときで､それが著しく正義にかなわず､理不尽な場合は､企業改革

権を有していると考えられるので､制度的問題 として組み込むことを前提とし

て､制度論から離れて論 じることが許されるのである｡

図4のように､経営学の範囲と経営制度論の範囲を比べ､経営学の方が若干

大きいのであるが､その隙間は､一体なにかというと､表 6のように､人間経

営論とも呼ぶべき分野なのである｡これは､経営主体を人とおいて､組織と人

とをひとまとめにしないで､個々独立の主体としての人が､組織や経営行動を

決するというメカニズムを前提として研究される分野である｡ しかし､未だに

この分野は発達しておらず､本研究における未発達分野である｡もちろん､本

章で打ち立てている経営制度論を中心に経営学を研究していくことが､将来と

の対話を主目的とするべきである｡そこで､経営学と経営制度論の隙間を埋め

るためにも､人間経営論をも研究していかなければならないのである0
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4.4 現代経営学の根本的な矛盾

今 日の経営学は､利害関係者論に立脚 して､ほとんどの理論が成 り立ってい

る｡もし､今まで論じてきたことが受け入れられないのであるならば､論者が

利害関係者論という発展性の無い呪縛に覆われている証左であろうと思 うので

ある｡そもそも､人の権能を分類することに意味があるのか､という問いをす

る前に､利害関係者論という理論を､深く考え直してみなければならないので

ある｡

経営学は極めて政策的および制度的に捉えるべきである｡しかし､これに反

対する者の多くは､それを､やれ経営者教育だ､やれ倫理だ､やれ社会的責任

だ､と叫ぶ｡これらの多くは､利害関係者論から発展 してきた典型的なお話で

ある｡利害関係者論は､極めてクリアかつ大胆に､人という ｢様々な意味を持

つ生命体｣ を仕分けする｡しかし､様々な意味を持つという典型的な学問であ

ると､自ら進んで論じているではないか｡実は知らずしらずのうちに､経営学

は制度論であるべきだと自らが認めているし､利害関係者論を基礎としつつ､

自らの能力を超えた役割の部分は､各学問に負わせているという矛盾が存在し

ているのである｡

たとえば､企業倫理論の守備範囲は､経営者の役割だとか､従業員のコンプ

ライアンス問題､果てにはコンプライアンス教育まで及ぶ｡普遍性を求めるは

ずが､人を細分化し､それぞれの機能を持たせて､適用範囲を作為的に画定す

るのである｡このような矛盾を経営学が内包 している限り､発展が望めないと

まではいわないが､見向きもされない学問になってしまう｡このままでは､こ

れからも経営学は､机上の空論と実務界などでいわれ続けてしまうであろう｡

4.5 研究者の役割

経営学の研究者が､これから先､無力感と孤立感から脱却し､真に世の中の

為になる役割を果たすためには､図4で示すように2つの方法 しかない｡それ

は､実務家としての兼業と､システムの熟知した設計者である｡

まず､実務家としての兼業では､公認会計士や税理士､弁護士として自ら働

きつつ､経営者と一緒に経営実務を専門家として働くという役割である｡この

場合に､研究者が経営者になればよいとの議論もされるであろうが､それは薦
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図5 経営学者の苦悩 (無力感と孤立感)を克服するために

(出所)筆者作成D

められない｡経営者の体験談に引っ張られた論と成 り下がる可能性が多分にあ

る｡体験談は体験談でよいのであるが､それらを客観的に分析することが重要

なのである｡これらは､社外取締役などの活用が積極的にいわれる今 日におい

て､これらの者が社外取締役などに登用され活躍する道となろう｡

また､システムの熟知した設計者とは､本論文でいう究極まで制度論を突き

詰めた研究者のことである｡当然のことながら､会社の制度に通じているため､

過去と将来の対話によって､人類の幸福のために創造的な社会システムの構築

のために役立っことになる｡そして､行政府や立法府-と直接的に参加､ある

いは間接的に関与することにより､よりよい制度の設計をしようとするもので

あるOこれらは､将来の国家システムの礎になろう｡

これらの2つを嫌がらずに実践しなければ､経営学の実践もあり得ないので

ある｡一番の危倶は､日本において数字 (財務諸表)の読めない経営学者が実

に多いということである｡ そもそも､会計学者とか経営学者というように､分

けられていることが驚きである｡企業は利益をあげ続けなければ､存続できな

い｡そうすると､利益計算が企業経営の礎となるのだから､それを理解できな

ければ､経営を語ることはできないはずである｡

ようするに､企業の最終的な欲求は存続することであり､継続事業体であろ

うとするならば､利益をあげなければならないのであり､利益は数字によって

理解されるのであるから､数字を読めなければ､経営学者という名前が嘘にな

る｡企業が利益に気遣わないのは､人が健康に気遣わないのと同じなのである｡
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私は､親の立場で､今の経営学者に､｢健康に気をつけなさい｣と､誰の親で

もいう声をかけてあげたいのである｡

5 経営者がつく最後の嘘

経営学も学説研究から実証研究-と変化してきた潮流からも､今 日では実学

を重んじる流れが､強くなっている｡この流れは､経営学という学問の性格上､

当然であると気づかされる｡ここで論 じてきたシステムや制度と経営学という

問題も､実学の研究成果なしには語ることができないことを無視 してはいけな

い｡そのうえで､経営学の発展を大局的に考える必要性を訴えているのである｡

現在の経営学者は､少なからず､自分の役割について自問している｡いや､

自問していなければ､嘘である｡そのことは､いくら研究してもはっきりと役

に立っているとわからない､あるいは役に立っていないとはっきり理解できて

しまう無力感と､他の学問からも阻害され経営と名がつく経営者からも経営さ

れているという孤立感である｡この無力感と孤立感は､同様の感情や感想を共

有する者同士の集まりである学会などで発散されてはいるが､そんなことをし

ている場合ではないし､そんなことに力を入れ誤っている場合ではない｡無力

感は無重力感-､孤立感は鼓動感-と変化させていくことが､求められている

のである｡

経営学者は､この無重力感という自由さと鼓動感という刺激によって､未来

を創造していく主体とならなければならない｡物欲､金欲と密接に結びついて

いるからこそ､科学としての完成を阻害された時期もあったが､逆に､このよ

うな経験を､逆手にとって､躍動感ある学問を成立させなければならないので

ある｡

注記補足

1 まず､小島大徳 『市民社会 とコーポレー ト･ガバナンス』文異堂,2007年,172-187頁

(第10章 市民社会によるコーポレー ト･ガバナンス-利害関係者から市民社会-ー)におい

て､経営学と市民社会の関係を､コーポレー ト･ガバナンスの視点を用いて論 じている考

察を理解すること｡また､本稿における経営学を社会システムの範囲内で､かつ制度論 と

して論 じるべきだとの論を展開していくのであるが､同書188-205頁 (第11章 コーポレ-
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ト･ガバナンスと社会システム)において､この論の基礎は､この部分で論 じていること

を前提 として論 じているので参照のこと｡なお､この2つの市民社会あるいは社会システム

と経営学の関わりに関する基礎理論の発展型経営学像のあ りかたは､小島大徳 『企業経営

原論』税務経理協会,2009年,69-94頁 (第4章 市民社会と企業経営)に詳 しい｡

2 小島大徳 『企業経営原論』税務経理協会,2009年,95-119頁 (第5章 ｢自由の対立｣)を

参照のことC

3 ここで経営もわからなければ､経済もわからない者 とは､研究者 (たとえば､大学教員)

からみた評価である｡

4 小島大徳 『企業経営原論』税務経理協会,2009年,97-99頁.

5 とある学会で､とある経営学者から､｢私たちは､人よりも少 しだけ多く経営について知っ

ているだけで､先生がやっていられるのだから､お気楽だよね｡｣と自頓もふくめて笑い話

として､私に話 してくれたことを思い出す｡まさに､そのような状態に経営学者はおかれ

ているのではないだろうか｡

6 理系の医師なども､医師国家試験の合格率が90%以上と高めではあるが､結局のところ､

医学部の定員が抑えられてお り､総量規制が行われていると評価するのである｡

参考文献

小島大徳 『企業経営原論』税務経理協会,2009年.

′｣＼島大徳 『市民社会とコーポレー ト･ガバナンス』文藁堂,2007年.

小島大徳 『世界のコーポレー ト･ガバナンス原則一原則の体系化 と企業の実践-』文買堂,

2004年.

144


	forum21-127
	forum21-128
	forum21-129
	forum21-130
	forum21-131
	forum21-132
	forum21-133
	forum21-134
	forum21-135
	forum21-136
	forum21-137
	forum21-138
	forum21-139
	forum21-140
	forum21-141
	forum21-142
	forum21-143
	forum21-144
	forum21-145
	forum21-146

